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難病の患者に対する医療等に関する法律 （平成 26年法律第 50号）（抄） 

 

第五条 都道府県は、支給認定（第七条第一項に規定する支給認定をいう。以

下この条及び次条において同じ。）を受けた指定難病（難病のうち、当該難

病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該

難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることその他

の厚生労働省令で定める要件を満たすものであって、当該難病の患者の置か

れている状況からみて当該難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を

図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴い

て指定するものをいう。以下同じ。）の患者が、支給認定の有効期間（第九

条に規定する支給認定の有効期間をいう。第七条第四項において同じ。）内

において、特定医療（支給認定を受けた指定難病の患者に対し、都道府県知

事が指定する医療機関（以下「指定医療機関」という。）が行う医療であっ

て、厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）のうち、同条第三項の

規定により定められた指定医療機関から受けるものであって当該支給認定に

係る指定難病に係るもの（以下「指定特定医療」という。）を受けたとき

は、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給認定を受けた指定難病の

患者又はその保護者（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条

に規定する保護者をいう。以下同じ。）に対し、当該指定特定医療に要した

費用について、特定医療費を支給する。 

２・３ （略） 

 


